
 回覧    

 あかね台⼆丁⽬⾃治会会員の皆様                 
 令和5年11⽉5⽇ 

 令和5年度 ⾚い⽻根募⾦・年末たすけあい募⾦について 

 ⾃治会会⻑ 甲斐 克彦 
                         福祉児童部⻑ 吉井 貴江 

 ⽇頃より⾃治会活動へのご協⼒ありがとうございます。 

 令  和  5  年  度  ⾚  い  ⽻  根  募  ⾦  及  び  年  末  た  す  け  あ  い  募  ⾦  の  時  期  が  ま  い  り  ま  し  た。  昨  年  度 
 の募⾦では、多くのご寄付を頂きありがとうございました。この募⾦は、皆様のご 
 理解とご協⼒のもとに成り⽴っています。趣旨をご理解の上、ご協⼒をお願い致し 
 ます。 

 ■⾚い⽻根募⾦︓神奈川県内の福祉関係団体などに配分されます。 
 ■年末たすけあい募⾦︓⻘葉区内の福祉関係団体、⻘葉区社会福祉協議会の推進事業 
 の活動資⾦になります。 

 －記－ 
 募⾦時期︓ 
 ⼀世帯につき「募⾦封筒」２種類を１枚ずつお取り頂き、ご協⼒頂ける⽅は  ⾃治会 
 費の回収時に  各班⻑へお渡しください。（※封筒は必ず分けてください） 

 ⽬安︓ 
 ⾚い⽻根募⾦ ⼀世帯あたり２７０円、年末たすけあい募⾦ ⼀世帯あたり２００円 

 ※この募⾦は、地域の⺠間福祉のニーズを受け付けてから募⾦を⾏う「計画募⾦」 
 のため、あらかじめ⽬標額が設定されています。そのため⽬安額を設けさせて頂き 
 ましたが、募⾦は任意ですので、ご理解を頂き、ご協⼒をお願いいたします。 
 ※どちらの募⾦も個⼈で２千円を超える寄付は所得税の控除がありますので、控除 
 証明が必要な⽅は、募⾦封筒にお名前を記⼊いただき、その旨、各班⻑へお申し出 
 ください。 
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